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大阪高等裁判所 

平成２８年４月１５日判決 

平成２７年（行コ）第１６３号 処分取消請求控訴事件 

（原審・奈良地方裁判所 平成２７年（行ウ）第１８号） 

 

        調     書 （決定） 

事件の表示 
平成２８年（行ツ）第２４８号 

平成２８年（行ヒ）第２８４号 

決 定 日 平成２８年９月９日 

裁 判 所 最高裁判所第二小法廷 

裁判長裁判官 

   裁判官 

   裁判官 

 山 本 庸 幸 

 小 貫 芳 信 

 鬼 丸 かおる 

当 事 者 等 

上 告 人 兼 申 立 人 ○ ○ ○ ○ 

被上告人兼相手方 奈  良  市 

同 代 表 者 市 長 仲 川 元 庸 

同訴訟代理人弁護士 辻 中 栄 世 

原判決の表示 
大阪高等裁判所平成２７年（行コ）第１６３号（平成２

８年４月１５日判決） 

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。 

第１ 主文 

 １ 本件上告を棄却する。 

 ２ 本件を上告審として受理しない。 

 ３ 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 

第２ 理由 

 １ 上告について 

   民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法３

１２条１項又は２項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違

憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らか

に上記各項に規定する事由に該当しない。 

 ２ 上告受理申立てについて 

   本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法３１８条１項により受理す

べきものとは認められない。 

       平成２８年９月９日 

           最高裁判所第二小法廷 

             裁判所書記官  大和谷 裕 子 



 

主         文 
 

   １ 本件控訴を棄却する。 

   ２ 控訴費用は、控訴人の負担とする。 
 

事  実  及  び  理  由 

 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決を取り消す。 

 ２ 奈良市長の行った控訴人に対する平成２６年６月１３日付け平成２６年

度国民健康保険料決定処分を取り消す。 

 ３ 被控訴人は、控訴人に対し、○○万○○○○円を支払え。 

 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は、奈良市長（処分行政庁）が、控訴人の妻である○○○○○（以

下「○○○」という。）の属する世帯の世帯主である控訴人に対し、○○

○の国民健康保険料（以下単に「保険料」という。）の賦課処分（以下

「本件処分」という。）をしたことから、控訴人が、本件処分は奈良市行

政手続条例（平成１１年９月２２日条例第１９号。以下「行政手続条例」

という。）に違反する違法なものであるなどと主張して、本件処分の取消

しと原状回復として徴収した保険料○○万○○○○円の返還を求めた事案

である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したので、控訴人が本件控訴

を提起した。 

 ２ 法令の定め、前提事実及び争点は、後記３のとおり改め、後記４のとお

り当審における控訴人の主張を加えるほかは、原判決２頁４行目から６頁

２６行目までのとおりであるから、これを引用する（法令の定めは、いず

れも本件処分がされた当時に有効であったものをいう。以下、同じ）。 

 ３(1) 原判決２頁２２行目の末尾に改行の上、次のとおり加える。 

「エ 本件条例１０条１項は、前条の所得割額は、一般保険者に係る賦課

期日の属する年の前年の所得に係る地方税法３１４条の２第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合計額から同条２項の規定による控除をした後の総

所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に本

件条例１２条の所得割の保険料率を乗じて算定する旨定め、同条２項

は、前項の場合における地方税法３１４条の２第１項に規定する総所

得金額若くは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の

金額を算定する場合においては、同法３１３条９項中雑損失に係る部

分の規定を適用しないものとする旨定め、本件条例１２条６の４は、

後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定につき、基礎控除後の総

所得金額等に、本件条例１２条の６の５の所得割の保険料率を乗じて

算定する旨定めている。」 



 

(2) 原判決２頁２３行目の「行手条例」を「行政手続条例」と改める（以

下、「行手条例」につき同様に改める。）。 

(3) 原判決４頁２行目から３行目にかけての「本件口頭弁論の終結時（平

成２７年９月３日）までに」を削る。 

 

 （引用文） 

２  法令の定め 

 (1) 国民健康保険法（以下「法」という。）及び奈良市国民健康保険条例

（昭和３４年３月３０日条例第１３号。以下「本件条例」という。） 

ア 法７６条１項は、保険者である市町村は、国民健康保険事業に要す

る費用に充てるため、世帯主から保険料を徴収するか（同項本文）、

地方税法の規定により国民健康保険税を課さなければならない（同項

ただし書）旨定めており、本件条例８条は、保険料は被保険者の属す

る世帯の世帯主から徴収する旨定めている。 

イ 本件条例８条の２は、保険料の賦課額は、被保険者である世帯主及

びその世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額及び後期高齢

者支援金等賦課額並びに介護納付金賦課被保険者（介護保険法９条２

号に規定する被保険者であり、市町村の区域内に住所を有する４０歳

以上６５歳未満の医療保険加入者をいう〔国民健康保険法施行令２９

条の７第１項〕。）につき算定した介護納付金賦課額の合算額とする

旨定めている。 

ウ 本件条例９条及び１２条の６の３は、保険料の賦課額のうち一般被

保険者に係る基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯

に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額

の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計

額とする旨定めている。 

エ 本件条例１０条１項は、前条の所得割額は、一般保険者に係る賦課

期日の属する年の前年の所得に係る地方税法３１４条の２第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合計額から同条２項の規定による控除をした後の総

所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に本

件条例１２条の所得割の保険料率を乗じて算定する旨定め、同条２項

は、前項の場合における地方税法３１４条の２第１項に規定する総所

得金額若くは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の

金額を算定する場合においては、同法３１３条９項中雑損失に係る部

分の規定を適用しないものとする旨定め、本件条例１２条６の４は、

後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定につき、基礎控除後の総

所得金額等に、本件条例１２条の６の５の所得割の保険料率を乗じて

算定する旨定めている。 

 (2) 行政手続条例 

行政手続条例２条(5)号は、不利益処分とは、行政庁が、条例等に基づ

き特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し又はその権利



 

を制限する処分をいう旨定め、行政手続条例１３条１項は、行政庁は、

不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となる

べき者について、意見陳述のための手続（聴聞又は弁明の機会の付与）

を執らなければならない旨定めている。ただし、行政手続条例１３条２

項(4)号は、「納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命

じ…る不利益処分をしようとするとき」は、上記手続を執る必要はない

旨定めている。 

３ 前提事実（証拠等の掲記のないものは当事者間に争いがない。） 

(1) 原告ら 

原告は、肩書住居地に居住する奈良市の住民である。 

原告の属する世帯の構成員は、原告及びその妻である○○○の２名で

あり、住民基本台帳上の世帯主は原告である（弁論の全趣旨）。 

原告は、被告が運営する国民健康保険事業の被保険者ではないが、○

○○は、平成○○年○月○○日、被告が運営する国民健康保険の被保険

者の資格を取得した（甲１、弁論の全趣旨）。 

(2) 本件処分 

処分行政庁は、原告に対し、平成２６年６月１３日、被告が運営する

国民健康保険事業の被保険者である○○○につき算定した平成２６年度

国民健康保険料○○万○○○○円を被告に納付すべき旨の平成２６年度

国民健康保険料賦課処分をした（本件処分）。 

上記金額は、基礎賦課額○○万○○○○円と後期高齢者支援金等賦課

額○万○○○○円とを合算したものである（甲１）。なお、○○○は、

平成２５年度当時６５歳以上であり（甲２）、国民健康保険料の算定に

当たり、介護納付金賦課額は合算されない（弁論の全趣旨）。 

(3) 保険料の納付 

原告は、平成２６年６月３０日、被告に対し、本件処分に係る保険料

として合計○○万○○○○円を納付した。 

(4) 審査請求 

原告は、平成２６年８月１１日、奈良県国民健康保険審査会に対し、

本件処分についての審査請求を行ったが、同審査会による裁決はされて

いない。 

４ 争点 

本件の争点は本件処分の違法性であり、具体的には、① 聴聞又は弁明

の機会の付与の手続が執られなかったことが行政手続条例１３条１項に違

反するか（世帯主認定の手続的違法の有無）、② 原告を世帯主と認定し

たことが法及び本件条例の解釈を誤ったものか（世帯主認定の実体的違法

の有無）、③ 賦課額（基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額）のう

ち所得割額の算定において社会保険料額の控除を行っていないことが本件

条例の解釈を誤ったものか（保険料算定内容の違法）である。 

(1) 世帯主認定の手続的違法の有無（争点(1)） 

ア 被告の主張 

法７６条１項本文及び本件条例８条により、世帯主である原告は当

然に保険料の納付義務を負うのであるから、処分行政庁が原告を保険



 

料の納付義務者としたとこは「不利益処分」には該当しない。また、

処分行政庁が保険料額を決定したことは「納付すべき金銭の額を確定

し、一定の額の金銭の納付を命じ…る不利益処分」(行政手続条例１３

条２項(4)号）に当たるから、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執る

必要はない。 

したがって、本件処分は行政手続条例１３条１項に違反するもので

はない。 

イ 原告の主張 

本件処分は、国民健康保険制度上の帰属関係にない原告を国民健康

保険法に規定する世帯主と認定し保険料納付義務者とすることをその

内容に含むものであるから、「不利益処分」に当たり、そうである以

上、処分行政庁は、行政手続条例１３条１項により、聴聞又は弁明の

機会の付与の手続を執る必要があったものである。 

ところが、本件処分は上記手続を執ることなくされたものであるか

ら、違法である。 

(2) 世帯主認定の実体的違法の有無（争点(2)） 

ア 被告の主張 

法７６条１項本文及び本件条例８条の定める「世帯主」が住民基本

台帳上の世帯主と同一であることは、明らかである。このように解す

ることは、社会の実情では世帯主が主な所得者であることが多いこと、

他方、保険料の算定ないし徴収手続は大量の事務処理を伴うことから、

可能な限りその負担を軽くし費用の発生を防ぐことは国民健康保険制

度に有用であることに照らしても、相応の合理性がある。 

したがって、処分行政庁が住民基本台帳上の世帯主である原告を法

７６条１項本文及び本件条例８条の定める世帯主と認定したことは、

法及び本件条例の解釈を誤ったものではなく、本件処分は何ら違法で

はない。 

イ 原告の主張 

法に規定する世帯主は「主として世帯の生計を維持する者であって、

国民健康保険税（保険料）の納税義務者（納税義務者）として社会通

念上妥当と認められる者」をいうところ（都道府県知事あて厚生労働

省保険局長による通知文〔平成１３年１２月２５日付け保発第２９１

号〕。以下「本件通知」という。）、原告は、住民基本台帳上の世帯

主ではあるが、被保険者たる○○○とは世帯の生計を一つにしておら

ず、「主として世帯の生計を維持する者」ではないから、法に規定す

る世帯主には当たらない。 

ところが、処分行政庁は、法及び本件条例の解釈を誤り、原告を世

帯主と認定して保険料を賦課決定したものであるから、本件処分は違

法である。 

(3) 保険料算定内容の違法の有無（争点(3)） 

ア 被告の主張 

本件条例１０条１項は、基礎賦課額の所得割額の算定につき、「地

方税法３１４条の２第１項に規定する総所得金額…から同上第２項の



 

規定による控除をした後の総所得金額…（以下「基礎控除後の総所得

金額等」という。）に１２条の所得割の保険料率を乗じて算定す

る。」と規定し、本件条例１２条の６の４は、後期高齢者支援金等賦

課額の所得割額の算定につき、「基礎控除後の総所得金額等に、次条

の所得割の保険料率を乗じて算定する。」と規定しているのであるか

ら、所得割額は、被保険者の総所得金額から基礎控除額のみを控除し

た金額に所定の保険料率を乗じて算定するものと解され、地方税法３

１４条の２第１項各号所定の各種控除は適用されないと解すべきであ

る。 

したがって、処分行政庁が所得割額の算定において社会保険料額の

控除を行っていないことは、本件条例の解釈を誤ったものではなく、

本件処分に違法はない。 

イ 原告の主張 

本件条例１０条１項は「前条の所得割額は、…地方税法３１４条の

２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額…の合計額から地方税法３１４条の２第

２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額（以下「基礎控除

後の総所得金額等」という。）に１２条の所得割の保険料率を乗じて

算定する。」と定めているところ、地方税法３１４条の２第１項は総

所得金額から同項各号に定める社会保険料等を控除する旨定めている

のであるから、処分行政庁は、所得割額の算定において、少なくとも、

処分行政庁が把握している社会保険料額（○万○○○○円）について

は控除すべきである。 

ところが、処分行政庁は、本件条例の解釈を誤り、所得割額の算定

において社会保険料額の控除を行わなかったものであるから、本件処

分は違法である。 

 

 ４ 当審における控訴人の主張 

   (1) 本件処分の内容は、世帯主認定処分と保険料決定処分とを物理的に一

個の行政文書により通知したものである。世帯主認定処分がなければ、

本件処分は意味をなさないことは明白である。したがって、保険料決定

処分については、弁明の機会の付与は必要ないが、世帯主認定処分につ

いては、行政手続条例１３条１項の手続が必要である。これが必要ない

とする原判決は、憲法１３条及び２９条に違反する。 

     さらに、行政手続条例１４条１項、３項で不利益処分の理由を書面で

示さなければならないのに、世帯主認定処分の理由が示されていない。 

    (2) 住民基本台帳上の世帯主は、世帯構成員のうち、世帯主として届け出

られた者であり、性別、収入の多寡や年齢の長幼等とは無関係であり、

世帯構成員は親族のみならず下宿人等の同居人も含まれる。これに対し、

国民健康保険法上の世帯主は、主として生計を維持する者との公権解釈

がある。 

     大量の事務処理による負担、費用の軽減のために、法律の適正執行を



 

無視しなければならない合理性はない。控訴人は、国民健康保険法上の

世帯主ではないのに、違法な処分を受け入れて世帯主を変更する義務は

ない。奈良市長は、個別的具体的判断をせず、住民基本台帳上の世帯主

に対し、単に「世帯主」だからと誤魔化しながら国民健康保険法上の世

帯主と説明、認定しており、法律、行政通達に反した違法な決定処分を

している。控訴人が国民健康保険法上の世帯主であるとする原判決は、

憲法１３条、２９条及び８４条に違反する。 

    (3) 本件条例１０条２項には「前項の場合における地方税法３１４条の２

第１項に規定する総所得金額を算定する場合においては、同法３１３条

９項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。」とあり、当

該年の雑損控除を前提に翌年以降への繰越控除を適用しないと規定して

いる。このように本件条例１０条２項は、同条１項において地方税法３

１４条の２第１項１号の雑損控除額の当該年の適用を前提としており、

かつ、同項２号以下の控除を適用しないという明文がないので、同項２

号以下の適用があると解するほかない。したがって、被控訴人が社会保

険料控除（地方税法３１４条の２第１項３号）を適用しなかった本件処

分は違法である。 

 

第３ 当裁判所の判断 

  １  当裁判所の判断は、後記２のとおり改めるほかは、原判決７頁２行目か

ら９頁１７行目のとおりであるから、これを引用する。 

  ２(1) 原判決７頁１３行目の「それは」から１５行目までを次のとおり改め

る。 

   「行政処分としては、国民健康保険料の額を確定し、その納付を命じる

処分があるのみであるから、行政手続条例１３条１項によって聴聞又は

弁明の機会の付与の手続を執らなければならないとは解されない。」 

    (2) 原判決７頁１８行目の「認められない。」を「認められないし、憲法

１３条及び２９条に違反することもない。」と改め、１８行目の末尾に

改行の上、次のとおり加える。 

   「(3)  また、上記のとおり行政処分としては、国民健康保険料の額を確

定し、その納付を命じる処分があるのみであるから、本件処分に当たっ

て、控訴人を世帯主と認定した理由が示されていないとしても、行政手

続条例１４条１項、３項に違反するものではない。」 

  (3) 原判決８頁１行目から１０行目までを次のとおり改める。 

    「しかしながら、社会通念上、世帯とは、「居住と生計をともにする社

会生活上の単位」であり、世帯主とは、「世帯を構成する者のうちで、

その世帯を主宰する者」であり、「その世帯を主宰する者」とは、「主

として生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通

念上妥当と認められる者」であると解することができる。そして、住民

基本台帳上の世帯や世帯主並びに法７６条１項本文及び本件条例８条が

規定する世帯や世帯主についてこれらと異なる解釈をする理由はないか

ら、住民基本台帳上世帯主として届け出られている者を法７６条１項本

文及び本件条例８条が規定する世帯主として保険料の納付義務を課する



 

ことができるというべきである。」 

    (4) 原判決８頁１８行目から２２行目までを次のとおり改める。 

    「控訴人は、被保険者たる○○○とは世帯の生計を一つにしていないと

も主張するが、控訴人は住民基本台帳上の世帯主であり、上記変更手続

を行った旨の主張立証はないから、控訴人に対して保険料の納付義務を

課することができるというべきである。」 

    (5) 原判決８頁２３行目から２４行目にかけての「原告を世帯主と認定し

て」を「控訴人が世帯主であるとして」と改め、２５行目の「認められ

ない。」を「認められず、憲法１３条、２９条及び８４条に違反するこ

ともない。」と改める。 

    (6) 原判決９頁１２行目の「基礎控除額のみ」を「基礎控除額」と改める。 

    (7) 原判決９頁１３行目の「地方税法３１４条の２第１項各号所定の各種

控除」を「地方税法３１４条の２第１項３号所定の社会保険料控除」と

改める。 

    (8) 原判決９頁１４行目の末尾に改行の上、次のとおり加える。 

   「なお、控訴人は、本件条例１０条２項には「前項の場合における地方

税法３１４条の２第１項に規定する総所得金額を算定する場合において

は、同法３１３条９項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとす

る。」とあり、当該年の雑損控除を前提に翌年以降への繰越控除を適用

しないと規定していることから、本件条例１０条２項は、同条１項にお

いて地方税法３１４条の２第１項１号の雑損控除額の当該年の適用を前

提としており、かつ、同項２号以下の控除を適用しないという明文がな

いので、同項２号以下の適用があると解するほかないと主張する。 

     しかし、国民健康保険料の算定に当たって雑損控除額が控除されると

否とにかかわらず、上記のとおり明文の規定に反して社会保険料控除額

（地方税法３１４条の２第１項３号）が控除されるということはできな

いから、控訴人の上記主張を採用することはできない。」 

 

（引用文） 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 争点(1)(世帯主認定の手続的違法の有無）について 

(1) 原告は、本件処分は原告を保険料納付義務者とすることをその内容に

含む「不利益処分」に当たるにもかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付

与の手続を執ることなくされたものであるから、行政手続条例１３条１

項に反し、違法である旨主張する。 

  しかしながら、本件処分は、○○○の保険料について、原告に対し、

「納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ…る不利

益処分」（行政手続条例１３条２項(4)号)にほかならないから、行政手

続条例１３条１項の定める意見陳述のための手続（聴聞又は弁明の機会

の付与）を執る必要はないものである。本件処分が原告を名あて人とし

てされたのは、原告が法７６条１項本文及び本件条例８条の定める世帯

主であるとの認定を前提とするものではあるが、行政処分としては、国

民健康保険料の額を確定し、その納付を命じる処分があるのみであるか



 

ら、行政手続条例１３条１項によって聴聞又は弁明の機会の付与の手続

を執らなければならないとは解されない。 

(2) したがって、原告の前記主張は、採用することができず、聴聞又は弁

明の機会の付与の手続を執らずにされた本件処分が、行政手続条例１３

条１項に違反する違法なものとは認められないし、憲法１３条及び２９

条に違反することもない。 

(3)  また、上記のとおり行政処分としては、国民健康保険料の額を確定

し、その納付を命じる処分があるのみであるから、本件処分に当たって、

控訴人を世帯主と認定した理由が示されていないとしても、行政手続条

例１４条１項、３項に違反するものではない。 

２ 争点(2)(世帯主認定の実体的違法の有無）について 

(1) 原告は、本件通知によれば、法に規定する世帯主は「主として世帯の

生計を維持する者であって、国民健康保険税（保険料）の納税義務者

（納付義務者）として社会通念上妥当と認められる者」をいうところ、

原告は住民基本台帳上の世帯主ではあるが、「主として世帯の生計を維

持する者」ではなく、法に規定する世帯主には当たらないにもかかわら

ず、処分行政庁は、原告を世帯主と認定して保険料を賦課決定したもの

であるから、本件処分は違法である旨主張する。 

  しかしながら、社会通念上、世帯とは、「居住と生計をともにする社

会生活上の単位」であり、世帯主とは、「世帯を構成する者のうちで、

その世帯を主宰する者」であり、「その世帯を主宰する者」とは、「主

として生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通

念上妥当と認められる者」であると解することができる。そして、住民

基本台帳上の世帯や世帯主並びに法７６条１項本文及び本件条例８条が

規定する世帯や世帯主についてこれらと異なる解釈をする理由はないか

ら、住民基本台帳上世帯主として届け出られている者を法７６条１項本

文及び本件条例８条が規定する世帯主として保険料の納付義務を課する

ことができるというべきである。 

もっとも、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世

帯については、世帯主の同意を得て国民健康保険法施行規則１０条の２

に規定する世帯主の変更を市町村に届け出るなどの手続を経ることで、

住民基本台帳法上の世帯主の変更を届け出ることなく国民健康保険にお

ける世帯主を変更することができるものとされており（擬制世帯である

ことを理由とする世帯主変更の手続）、本件通知はこのような取扱いを

明らかにする趣旨のものである。 

控訴人は、被保険者たる○○○とは世帯の生計を一つにしていないと

も主張するが、控訴人は住民基本台帳上の世帯主であり、上記変更手続

を行った旨の主張立証はないから、控訴人に対して保険料の納付義務を

課することができるというべきである。 

(2) したがって、原告の前記主張は、採用することができず、控訴人が世

帯主であるとしてされた本件処分が、法及び本件条例の解釈を誤った違

法なものとは認められず、憲法１３条、２９条及び８４条に違反するこ

ともない。 



 

 ３ 争点(3)(保険料算定内容の違法の有無）について 

(1) 原告は、本件条例１０条１項及び地方税法３１４条の２第１項の規定

からすれば、処分行政庁は、所得割額の算定において、少なくとも処分

行政庁が把握している社会保険料額（○万○○○○円）については控除

すべきであるのに、これをしなかったものであるから、本件処分は違法

である旨主張する。 

しかしながら、本件条例１０条１項は、所得割額の算定につき、「地

方税法３１４条の２第１項に規定する総所得金額…から同条第２項の規

定による控除をした後の総所得金額…（以下「基礎控除後の総所得金額

等」という。)に第１２条の所得割の保険料率を乗じて算定する」と定め

ており、また、本件条例１２条の６の４は、後期高齢者支援金等賦課額

の所得割額の算定につき、「基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得

割の保険料率を乗じて算定する。」と規定しているのであるから、その

文言上、所得割額は、被保険者の総所得金額から基礎控除額を控除した

金額に所得割の保険料率を乗じて算定するものと解され、地方税法３１

４条の２第１項３号所定の社会保険料控除は適用されないものと解され

る。 

なお、控訴人は、本件条例１０条２項には「前項の場合における地方

税法３１４条の２第１項に規定する総所得金額を算定する場合において

は、同法３１３条９項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとす

る。」とあり、当該年の雑損控除を前提に翌年以降への繰越控除を適用

しないと規定していることから、本件条例１０条２項は、同条１項にお

いて地方税法３１４条の２第１項１号の雑損控除額の当該年の適用を前

提としており、かつ、同項２号以下の控除を適用しないという明文がな

いので、同項２号以下の適用があると解するほかないと主張する。 

しかし、国民健康保険料の算定に当たって雑損控除額が控除されると

否とにかかわらず、上記のとおり明文の規定に反して社会保険料控除額

（地方税法３１４条の２第１項３号）が控除されるということはできな

いから、控訴人の上記主張を採用することはできない。 

(2) したがって、原告の前記主張は、採用することができず、所得割額の

算定において社会保険料額の控除を行わずにされた本件処分が、本件条

例の解釈を誤った違法なものとは認められない。 

 

第４ 結論 

   以上のとおりであるから、控訴人の請求はいずれも理由がない。原判決

は相当であるから、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決す

る。 

 

  大阪高等裁判所第１４民事部 

 

          裁判長裁判官    森      義    之 

             裁判官    井   上   一   成 

             裁判官    住   山   真 一 郎 


